
建設キャリアアップシステムの活用や評価、建退共制度の履行強化や電子申請方式の活用の促進等

社会保険未加入業者の排除及び法定福利費を内訳明示し
た請負代金内訳書の活用促進について

⇒管内府県及び市町村あて情報発信

近畿地方公共工事契約業務連絡協議会との連携

建設キャリアアップシステムの周知活動

１

近畿地方整備局建設産業第一課による説明会実施

社会保険未加入業者の排除及び法定福利費を内訳明示した
請負代金内訳書の活用促進について

⇒管内２０市町へ個別に訪問し、説明会を実施

近畿地方整備局の取組について

今後も引き続き周知活動の実施
社会保険未加入業者の排除及び法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の活用促進について

建設キャリアアップシステムの活用促進について

＜専門工事業団体＞ ＜建設企業＞ ＜地方公共団体＞
７月 意見交換会 １回 ７月 直轄工事安全協議会等 ３回 ７月 研修会 ２回
９月 意見交換会 ４回 ８月 直轄工事安全協議会等 ７回 ８月 研修会 １回
１０月 意見交換会 ３回 ９月 直轄工事安全協議会等／働き方改革説明会 ９回 ９月 研修会 ３回
１１月 意見交換会 ６回 １０月 直轄工事安全協議会等／働き方改革説明会 ６回 １０月 研修会 ３回
１２月 意見交換会 ２回 １１月 直轄工事安全協議会等 ２回 １２月 研修会 １回

１２月 直轄工事安全協議会等 ２回



２

近畿地方建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会構成員の取組の共有について

近畿地方建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会構成員による「最近の情報」や「各団体の取組」を共有す
るため、下記テーマに対する、構成員の取組事例を募集いたします。
いただいた取組事例については、近畿地方整備局のホームページにて、第２回近畿地方建設業社会保険推進・
処遇改善連絡協議会の開催資料とともに、公表予定です。

【テーマ】
①社会保険加入業者に限定する取組について
②法定福利費の内訳明示について
③建設キャリアアップシステムの活用促進について

【報告方法等】
様 式 ： 任意様式（既存資料をご活用ください）
報 告 先 ： 事務局あてメールにて
共 有 先 ： 「構成員限り」 か 「ホームページ公表可」

選択してください
報告期限： 令和３年１月２２日（金）

第２回近畿地方建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会の書面開催を実施することから、構成員の皆さま
からの「ご意見」・「ご質問」・「ご要望」等を受付いたします。

【提出方法等】
様 式 ： 任意様式
提 出 先 ： 事務局あてメール若しくはFAX
提出期限：令和３年１月２２日（金） 事務局にてとりまとめの上、構成員内で共有いたします。


